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(57)【要約】
【課題】長期間、スクリーン版を使用し続けることがで
き、かつ、スクリーン版と基材との間をわずかに離間さ
せた状態で導電性ペーストを転写させることを容易に実
現すること。
【解決手段】多層プリント配線板製造方法は、複数の平
板凸部６２ａを有する平板状部材６２と、基板凸部６１
ａを有する下方基板シート６１とを含む基材６０を保持
する基材工程と、基板凸部６１ａの間に、導電性ペース
ト７０を転写させる工程と、導電性ペースト７０を硬化
させて導電性バンプ７１を形成する工程と、を備えてい
る。多層プリント配線板製造方法は、さらに、導電性バ
ンプ７１上に上方基板シート６１’を載置して押圧し、
その下面に導電性バンプ７１を貫入させる工程と、基板
シート６１，６１’のうち、所定の領域をマスクし、こ
の所定の領域以外を除去して回路を形成する工程と、を
備えている。下方基板シート６１の基板凸部６１ａは、
所定の領域以外の位置に設けられ、回路形成時に除去さ
れる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷定盤によって、複数の平板凸部を有する平板状部材と、該平板状部材上に載置され
、該平板凸部に対応した基板凸部を有する下方基板シートとを含む基材を保持する基材保
持工程と、
　前記基材上に、複数の貫通穴を有するスクリーン版を位置づける第一位置づけ工程と、
　前記スクリーン版の前記貫通穴から、前記下方基板シートの前記基板凸部の間に、導電
性ペーストを転写させる基材転写工程と、
　前記下方基板シート上に転写された導電性ペーストを硬化させて導電性バンプを形成す
る基材硬化工程と、
　前記導電性バンプ上に上方基板シートを載置する載置工程と、
　前記上方基板シートを押圧して、該上方基板シートの下面に前記導電性バンプを貫入さ
せる押圧工程と、
　前記下方基板シートおよび前記上方基板シートのうち、所定の領域をマスクし、該所定
の領域以外を除去して回路を形成する回路形成工程と、を備え、
　前記下方基板シートの前記基板凸部は、前記所定の領域以外の位置に設けられ、前記回
路形成工程で除去されることを特徴とする多層プリント配線板製造方法。
【請求項２】
　前記基材を、前記基板凸部の間に導電性ペーストが載置されるように、前記印刷定盤に
対して位置づける基材位置決め工程をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の多
層プリント配線板製造方法。
【請求項３】
　前記基材位置決め工程は、画像取得装置によって前記印刷定盤に保持された基材の画像
を取得する基材画像取得工程と、画像表示装置によって前記画像取得装置で取得された画
像を表示する基材画像表示工程と、該画像表示装置で表示された画像に基づいて前記印刷
定盤に対する前記基材の位置を調整する基材位置調整工程と、を有することを特徴とする
請求項１に記載の多層プリント配線板製造方法。
【請求項４】
　前記平板状部材の前記平板凸部を形成するときに、前記スクリーン版を用いることを特
徴とする請求項１に記載の多層プリント配線板製造方法。
【請求項５】
　前記印刷定盤によって、平板状部材準備体を保持する準備体保持工程と、
　前記平板状部材準備体上に、複数の貫通穴を有するスクリーン版を位置づける第二位置
づけ工程と、
　前記スクリーン版の前記貫通穴から、平板状部材準備体に、導電性ペーストを転写させ
る準備体転写工程と、を備え、
　平板状部材準備体に転写される導電性ペーストの位置は、前記基材転写工程で転写され
る導電性ペーストの位置を取り囲む位置に対応することを特徴とする請求項４に記載の多
層プリント配線板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性バンプ付き基板シートを用いた多層プリント配線板を製造する方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被印刷体表面（基材の表面）上に、導電性ペースト保持用の孔（貫通穴）を
所定位置に備えた可撓性のスクリーンマスク（スクリーン版）を張持し、スクリーンマス
クを被印刷体表面に押圧するスキージ部材を被印刷体表面に沿って移動することによりス
クリーンマスク上に載置した導電性ペーストを保持用の孔と被印刷体表面とで画定される
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空間に充填し、スクリーンマスクが被印刷体表面から離間するときの引張力で空間内に充
填した導電性ペーストを略円錐形に成形するペーストバンプの形成方法であって、スクリ
ーンマスクと被印刷体との間にスペーサを介在させることによって、孔下面と被印刷体と
を僅かに離間させた状態でスキージ部材を移動させる方法が知られている（特許文献１お
よび特許文献２、参照）。
【０００３】
　このような方法によれば、少ない印刷回数で所望の高さの導電性バンプを形成すること
ができ、導電性バンプ付基板の製造時間を短縮することができる。
【０００４】
　また、スクリーン印刷工程実行回数をａ、１回のスクリーン印刷工程において不良が発
生する割合をｂとした場合、歩留まり率は（１－ｂ）ａ≒１－ａ×ｂとなり、スクリーン
印刷工程の実行回数が増えれば増えるほど導電性バンプ付き基板シートの製造における歩
留まり率が低下してしまうのであるが、上述した方法によれば、スクリーン印刷工程の実
行回数を減らすことができるので、歩留まり率を高くすることができる。
【特許文献１】特開２００４－６５７７号公報
【特許文献２】特開２００３－３２０６４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の方法では、孔下面と被印刷体とを僅かに離間させた状態
でスキージ部材を移動させるために、スクリーンマスクと被印刷体との間にスペーサを介
在させている。このため、スクリーンマスクを洗浄するときにスペーサが剥がれたりして
しまうことがあり、長期間、スクリーンマスクを使用し続けることが難しい。また、そも
そも、このようにスペーサ付きのスクリーンマスクを製造することは難しい。
【０００６】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、基板シートの表面に導電性ペ
ーストを塗工する工程の回数を減少させることができ、かつ、長期間、スクリーン版を使
用し続けることができるとともに、スクリーン版と基材との間をわずかに離間させた状態
で導電性ペーストを転写させることを容易に実現することができる導電性バンプ付き基板
シートを用いた多層プリント配線板を製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による多層プリント配線板製造方法は、
　印刷定盤によって、複数の平板凸部を有する平板状部材と、該平板状部材上に載置され
、該平板凸部に対応した基板凸部を有する下方基板シートとを含む基材を保持する基材保
持工程と、
　前記基材上に、複数の貫通穴を有するスクリーン版を位置づける第一位置づけ工程と、
　前記スクリーン版の前記貫通穴から、前記下方基板シートの前記基板凸部の間に、導電
性ペーストを転写させる基材転写工程と、
　前記下方基板シート上に転写された導電性ペーストを硬化させて導電性バンプを形成す
る基材硬化工程と、
　前記導電性バンプ上に上方基板シートを載置する載置工程と、
　前記上方基板シートを押圧して、該上方基板シートの下面に前記導電性バンプを貫入さ
せる押圧工程と、
　前記下方基板シートおよび前記上方基板シートのうち、所定の領域をマスクし、該所定
の領域以外を除去して回路を形成する回路形成工程と、を備え、
　前記下方基板シートの前記基板凸部が、前記所定の領域以外の位置に設けられ、前記回
路形成工程で除去される。
【０００８】
　本発明による多層プリント配線板製造方法において、
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　前記基材を、前記基板凸部の間に導電性ペーストが載置されるように、前記印刷定盤に
対して位置づける基材位置決め工程をさらに備えたことが好ましい。
【０００９】
　本発明による多層プリント配線板製造方法において、
　前記基材位置決め工程は、画像取得装置によって前記印刷定盤に保持された基材の画像
を取得する基材画像取得工程と、画像表示装置によって前記画像取得装置で取得された画
像を表示する基材画像表示工程と、該画像表示装置で表示された画像に基づいて前記印刷
定盤に対する前記基材の位置を調整する基材位置調整工程と、を有することが好ましい。
【００１０】
　本発明による多層プリント配線板製造方法において、
　前記平板状部材の前記平板凸部を形成するときに、前記スクリーン版を用いることが好
ましい。
【００１１】
　このような多層プリント配線板製造方法において、
　前記印刷定盤によって、平板状部材準備体を保持する準備体保持工程と、
　前記平板状部材準備体上に、複数の貫通穴を有するスクリーン版を位置づける第二位置
づけ工程と、
　前記スクリーン版の前記貫通穴から、平板状部材準備体に、導電性ペーストを転写させ
る準備体転写工程と、を備え、
　平板状部材準備体に転写される導電性ペーストの位置は、前記基材転写工程で転写され
る導電性ペーストの位置を取り囲む位置に対応することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、下方基板シートの基板凸部によって、スクリーン版と基材との間をわ
ずかに離間させた状態を実現し、当該基板凸部の間に導電性ペーストを転写させる。この
ため、下方基板シートの表面に導電性ペーストを塗工する工程の回数を減少させることが
でき、かつ、長期間、スクリーン版を使用し続けることができるとともに、スクリーン版
と基材との間をわずかに離間させた状態で導電性ペーストを転写させることを容易に実現
することができる。
【００１３】
　さらに、本発明によれば、下方基板シートの基板凸部が、回路形成工程でマスクされる
所定の領域以外の位置に設けられており、回路形成時に除去される。このため、当該基板
凸部が後工程で悪影響を及ぼすことを防止することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
実施の形態
　以下、本発明に係る多層プリント配線板製造方法の実施の形態について、図面を参照し
て説明する。ここで、図１乃至図１１は本発明の実施の形態を示す図である。
【００１５】
　本実施の形態において、導電性バンプ付き基板シート製造システムは、基板に基板凸部
６１ａを形成する基板凸部生成装置（図１（ａ）（ｂ）参照）と、下方基板シート６１の
基板凸部６１ａの間に導電性ペースト７０を転写させる印刷装置（図２参照）と、を備え
ている。
【００１６】
　基板凸部生成装置は、図１（ａ）（ｂ）に示すように、複数の平板凸部６２ａを有する
平板状部材６２を吸引孔１ａからの吸引力によって吸着して保持する保持部１と、平板状
部材６２の平板凸部６２ａ上に載置された下方基板シート６１（例えば、厚み１８μｍか
らなる銅箔などの金属箔）に圧力を加えて、この下方基板シート６１に平板状部材６２の
平板凸部６２ａに対応する基板凸部６１ａを形成する加圧ローラ（加圧部）１０と、を備
えている。なお、平板状部材６２には開口（図示せず）が設けられており、この開口を通
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じて吸着力が働いて下方基板シート６１が保持される。
【００１７】
　ところで、平板状部材６２としては、銅、ＳＵＳ、アルミなどの金属シートや、ＰＥＴ
、ＰＰ、ＰＥなどのフィルムおよび樹脂シートなどを用いることができる。また、加圧ロ
ーラ１０としては、ゴムロール、金属ロール、樹脂ロールなどを用いることができる。
【００１８】
　また、本実施の形態では、下方基板シート６１に平板状部材６２の平板凸部６２ａに対
応する基板凸部６１ａを形成する加圧部として加圧ローラ１０を用いて説明するが（図１
（ａ）（ｂ）参照）、これに限られることなく、例えば、平プレスなどを用いてもよい。
【００１９】
　また、図２に示すように、印刷装置は、基材６０を保持する印刷定盤３０と、所定のパ
ターンからなる複数の貫通穴２７ａが設けられたメタルマスクなどのスクリーン版２７と
、このスクリーン版２７を保持する保持部２６と、スクリーン版２７上で走査し、スクリ
ーン版２７に載置された銀ペーストや半田ペーストなどの導電性ペースト７０（図８参照
）を貫通穴２７ａを介して基材６０の下方基板シート６１上に転写させるスキージ２２と
、を備えている。なお、上述したスキージ２２と、このスキージ２２を案内するガイド部
材２１とからスキージ機構２０が構成されている。なお、ここで基材６０は、複数の平板
凸部６２ａを有する平板状部材６２と、平板状部材６２上に載置され、平板凸部６２ａに
対応した基板凸部６１ａを有する下方基板シート６１とからなっている。
【００２０】
　また、図２に示すように、スキージ機構２０の上流側には、印刷定盤３０に保持された
基材６０の画像を取得するＣＣＤカメラ（画像取得装置）１１が配置されている。また、
このＣＣＤカメラ１１には、ＣＣＤカメラ１１によって取得された画像を表示する表示画
面（画像表示装置）１２が接続されている。
【００２１】
　また、図２に示すように、印刷定盤３０は、この印刷定盤３０に対する基材６０の位置
を調整する位置調整装置３５を有している。そして、この位置調整装置３５には、操作者
によって入力された指示を送る位置指示部１６が接続されている。なお、基材６０にはア
ライメントマーク（図示せず）が施されており、このアライメントマークをＣＣＤカメラ
１１で撮影することによって、基材６０の印刷定盤３０に対する位置が位置決めされる。
【００２２】
　なお、本実施の形態においては、上述したＣＣＤカメラ１１、表示画面１２、位置調整
装置３５および位置指示部１６から位置づける位置決め機構が構成されている。また、印
刷定盤３０の下方には、この印刷定盤３０を案内するガイド部材３１が水平方向に延在し
ている。
【００２３】
　また、図３（ａ）（ｂ）に示すように、位置調整装置３５には、吸引孔３５ａが設けら
れており、この吸引孔３５ａからの吸引力によって基材６０が吸着されて保持されること
となる。なお、本実施の形態では、このように位置調整装置３５の吸引孔３５ａによって
基材６０が吸着されて保持される態様を用いて説明するが、これに限られることなく、例
えば、吸引孔を有する吸引板が位置調整装置３５上に設けられ、当該吸引板からの吸引力
によって基材６０が吸着されて保持されるようにしてもよい。
【００２４】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について述べる。
【００２５】
（基板凸部６１ａを有する下方基板シート６１の生成）
　最初に、基板凸部６１ａを有する下方基板シート６１を生成する工程について説明する
。
【００２６】
　まず、保持部１の吸引孔１ａからの吸引力によって、複数の平板凸部６２ａを有する平
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板状部材６２が吸着して保持される（図１（ａ）参照）。次に、平板状部材６２の複数の
平板凸部６２ａと下方基板シート６１とが当接される（当接工程）。より具体的には、平
板状部材６２上に、下方基板シート６１が載置される（図１（ａ）参照）。
【００２７】
　次に、当該下方基板シート６１を平板状部材６２に押圧した状態で加圧ローラ１０が水
平方向に移動される（図１（ａ）参照）。このとき、加圧ローラ１０によって、下方基板
シート６１に圧力が加えられて、下方基板シート６１に平板状部材６２の複数の平板凸部
６２ａに対応する基板凸部６１ａが形成される（基板凸部形成工程）（図１（ｂ）参照）
。
【００２８】
（導電性バンプ付き基板シートの生成）
　次に、導電性バンプ付き基板シートを生成する工程について説明する。
【００２９】
　まず、印刷定盤３０の位置調整装置３５によって、複数の平板凸部６２ａを有する平板
状部材６２と、平板凸部６２ａに対応した基板凸部６１ａを有する下方基板シート６１と
からなる基材６０が、吸着して保持される（基材保持工程）（図２参照）。なお、基材６
０は、平板状部材６２が下方に位置し、下方基板シート６１が上方に位置するようにして
、印刷定盤３０上に載置される。
【００３０】
　次に、スキージ機構２０によって転写される導電性ペースト７０が、下方基板シート６
１の基板凸部６１ａの間に載置されるように、基材６０が印刷定盤３０に対して位置づけ
られる（基材位置決め工程）（図２参照）。
【００３１】
　具体的には、まず、ＣＣＤカメラ１１によって、印刷定盤３０に保持された基材６０の
画像が撮影される（基材画像取得工程）。次に、このようにＣＣＤカメラ１１によって撮
影された基材６０の画像が、表示画面１２によって表示される（基材画像表示工程）。
【００３２】
　次に、操作者が、表示画面１２に表示された画像に基づいて、印刷定盤３０を所定の位
置に移動させるよう、位置指示部１６に指示を入力する。そして、この指示に従って、位
置調整装置３５が駆動され、印刷定盤３０に対する基材６０の位置が調整される。例えば
、基材６０に施されたアライメントマークがＣＣＤカメラ１１の中心位置で撮影されるよ
う、操作者が位置指示部１６に指示を入力する。そして、この指示に従って、位置調整装
置３５が駆動され、アライメントマークがＣＣＤカメラ１１の中心位置にくるよう、基材
６０の印刷定盤３０に対する位置が調整される（基材位置調整工程）。
【００３３】
　次に、印刷定盤３０が、駆動部（図示せず）から付与される駆動力によって、ガイド部
材３１に沿って水平方向（図７の右側）に向かって移動される（図７参照）。この結果、
基材６０上に、複数の貫通穴２７ａを有するスクリーン版２７が位置づけられる（第一位
置づけ工程）（図３（ａ）参照）。
【００３４】
　次に、スキージ２２がガイド部材２１に沿ってスクリーン版２７上で走査され、スクリ
ーン版２７に載置された導電性ペースト７０が、貫通穴２７ａを介して基材６０の下方基
板シート６１上に転写される（基材転写工程）（図３（ｂ）および図８参照）。
【００３５】
　ここで本実施の形態よれば、上述のように、基材転写工程の前に、表示画面１２に表示
された画像に基づいて、印刷定盤３０を所定の位置に移動させることができる。このため
、この基材転写工程において、スキージ機構２０のスキージ２２によって、スクリーン版
２７の貫通穴２７ａを経て転写される導電性ペースト７０を、下方基板シート６１の基板
凸部６１ａの間に、当該基板凸部６１ａによって基板シート６１とスクリーン版２７との
間に間隙を設けた状態で確実に転写させることができる。また、転写された導電性ペース
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ト７０の相当部分がスクリーン版２７に接触していないので、スクリーン版２７を基板シ
ート６１から離版させる際にスクリーン版２７側に奪われる導電性ペースト７０の量を減
らすことができる。
【００３６】
　このため、スキージ機構２０のスキージ２２によって導電性ペースト７０を下方基板シ
ート６１上に一回転写させるだけで、導電性バンプ７１（図４（ａ）－（ｃ）参照）の高
さと量を十分なものにすることができる。この結果、下方基板シート６１の表面に導電性
ペースト７０を塗工する工程の回数を減少させることができ、ひいては、導電性バンプ付
基板の製造時間を短縮することができる。また、導電性バンプ付き基板シートの製造にお
ける歩留まり率を高くすることもできる。
【００３７】
　上述のように、導電性ペースト７０が下方基板シート６１の基板凸部６１ａの間に載置
されると、印刷定盤３０は水平方向（図９の左側）に移動し、初期位置に戻ることとなる
（図９参照）。このとき、スキージ機構２０も初期位置に戻る（図９参照）。
【００３８】
　次に、下方基板シート６１は平板状部材６２から剥離される。その後、下方基板シート
６１の各基板凸部６１ａの間に設けられた導電性ペースト７０が乾燥されて硬化される（
基材硬化工程）。この結果、下方基板シート６１上に（例えば、下面の直径が０．２ｍｍ
程度からなる）略円錐状の導電性バンプ７１が形成されて、導電性バンプ付き基板シート
が生成される（図４（ａ）参照）。なお、導電性ペースト７０が紫外線硬化性の材料から
なる場合には、導電性ペースト７０を乾燥させる代わりに、導電性ペースト７０に紫外線
を照射することによって硬化させてもよい。
【００３９】
　上述のようにして導電性バンプ付き基板シートが生成されると、この導電性バンプ付き
基板シート上に未硬化の絶縁シート６５が配置されて、押圧される。このことによって、
導電性バンプ７１が絶縁シート６５を貫通して、下方基板シート６１上に絶縁シート６５
が位置づけられることとなる（図４（ｂ）参照）。
【００４０】
　次に、上方基板シート６１’が、下方基板シート６１の導電性バンプ７１と未硬化の絶
縁シート６５上に載置される（載置工程）（図４（ｂ）参照）。その後、上方基板シート
６１’が押圧されて、この上方基板シート６１’の下面に導電性バンプ７１が貫入される
（押圧工程）（図４（ｂ）参照）。なお、本実施の形態によれば、一回に転写される導電
性ペースト７０の量が多いので、下方に位置する基板シート６１と上方に位置する基板シ
ート６１との間の電気的な抵抗を小さくすることができる。
【００４１】
　次に、絶縁シート６５が硬化され、その後、下方基板シート６１および上方基板シート
６１’のうち、ランド領域（所定の領域）がマスクされる。次に、エッチングなどによっ
て、下方基板シート６１および上方基板シート６１’のうちランド領域以外が除去されて
、回路が形成される（回路形成工程）（図４（ｃ）参照）。
【００４２】
　ここで、本実施の形態によれば、下方基板シート６１の基板凸部６１ａがランド領域以
外の位置（ランド径（例えば３００μｍ）よりも外側）に設けられ（より具体的には、貫
通穴２７ａ間の距離Ａ（図３（ａ）参照）＜ランド領域の幅Ｒ（図４（ｃ）参照）＜基板
凸部６１ａ間の距離Ｂ（図３（ａ）参照）となり）、隣接するランド領域間に基板凸部６
１ａが設けられている。このため、下方基板シート６１の基板凸部６１ａは、回路形成工
程で除去されることとなり、基板凸部６１ａが後工程（例えば、コア印刷）で悪影響を及
ぼすことを防止することができる。
【００４３】
　すなわち、図５（ａ）（ｂ）および図６（ａ）－（ｃ）に示すように、貫通穴２７ａ間
の距離Ａ（図５（ａ）参照）＜基板凸部６１ａ間の距離Ｂ（図５（ａ）参照）＜ランド領
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域の幅Ｒ（図６（ｃ）参照）となっており、下方基板シート６１の基板凸部６１ａがラン
ド領域内に設けられている場合には、回路形成工程で、下方基板シート６１および上方基
板シート６１’のうちランド領域以外の箇所が除去されても、下方基板シート６１の基板
凸部６１ａが残ってしまうこととなる。このため、基板凸部６１ａが後工程で悪影響を及
ぼす可能性が否めない。これに対して、本実施の形態によれば、回路形成工程で完全に基
板凸部６１ａが除去されるので、このような可能性を無くすことができる。
【００４４】
　ところで、本実施の形態によれば、図３（ａ）（ｂ）に示すように、基板凸部６１ａに
よって、スクリーン版２７と基材６０との間をわずかに離間させることができるので（間
隙Ｇが設けられるので）、従来技術のようにスペーサを用いる必要がない。このため、ス
クリーン版２７を洗浄するときにスペーサが剥がれたりしてしまうこともなく、長期間、
スクリーン版２７を使用し続けることができる。
【００４５】
　また、本実施の形態によれば、導電性ペースト７０が基板凸部６１ａ間に転写されてか
ら導電性ペースト７０が乾燥されて導電性バンプ７１が形成されるまでの間、各導電性バ
ンプ７１の間に基板凸部６１ａが配置されていることとなる。このため、導電性ペースト
７０の径が大きな場合であっても、隣接する導電性ペースト７０同士が繋がってしまうこ
とを防止することができ、ひいては、多層プリント配線板でショートが発生することを防
止することができる。なお、後述するような方法で平板状部材６２の平板凸部６２ａを形
成すると、基材転写工程で転写される導電性ペースト７０は、二つか三つ程度の基板凸部
６１ａによって取り囲まれることとなる。
【００４６】
　このような基板凸部６１ａを形成する方法としては、導電性ペースト７０を下方基板シ
ート６１の基板凸部６１ａ間に転写させるときに用いられるスクリーン版２７を用いるこ
とが好ましい。
【００４７】
　具体的には、まず、印刷定盤３０によって、平板状部材準備体６２ｂが保持される（準
備体保持工程）（図１０参照）。次に、平板状部材準備体６２ｂが印刷定盤３０に対して
位置づけられる（準備体位置決め工程）（図２参照）。このとき、導電性ペースト７０を
基板凸部６１ａ間に転写させるときの位置合わせ（基材位置決め工程）と比較して、平板
状部材準備体６２ｂが半ピッチずらされる。なお、このときの位置合わせには、上述した
基材位置決め工程と同様、ＣＣＤカメラ１１、表示画面１２および位置指示部１６が用い
られる。
【００４８】
　次に、印刷定盤３０が、駆動部（図示せず）から付与される駆動力によって、ガイド部
材３１に沿って水平方向（図１１の右側）に向かって移動される（図１１参照）。この結
果、平板状部材準備体６２ｂ上に、複数の貫通穴２７ａを有するスクリーン版２７が位置
づけられる（第二位置づけ工程）。
【００４９】
　次に、スキージ２２がガイド部材２１に沿ってスクリーン版２７上で走査され、スクリ
ーン版２７に載置された導電性ペースト７０が、貫通穴２７ａを介し平板状部材準備体６
２ｂ上に転写される（準備体転写工程）（図１１参照）。
【００５０】
　ここで上述のように、印刷定盤３０に対して、導電性ペースト７０を基板凸部６１ａ間
に転写させるときの位置合わせ（基材位置決め工程）と比較して、平板状部材準備体６２
ｂが半ピッチずらされて位置づけられているので、上述した基材転写工程で転写される導
電性ペースト７０を取り囲む位置に対応して、平板状部材準備体６２ｂに導電性ペースト
７０を転写させることができる。
【００５１】
　後は、このようにして転写された導電性ペースト７０を硬化させることによって、平板
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凸部６２ａが形成される。そして、上述したように、平板凸部６２ａを有する平板状部材
６２上に下方基板シート６１を載置し、当該下方基板シート６１を加圧ローラ１０で押圧
することによって、基板凸部６１ａを有する下方基板シート６１を得ることができる（図
１参照）。
【００５２】
　このように、本実施の形態によれば、基材転写工程で用いられるスクリーン版２７と同
じスクリーン版２７を用いて平板凸部６２ａを有する平板状部材６２を製造することがで
きる。このため、スクリーン版２７と基材６０との間を離間させる基板凸部６１ａを、容
易に製造することができる。この結果、従来のように製造の難しいスペーサ付きのスクリ
ーンマスク（スクリーン版）を用いることなく、容易に、スクリーン版２７と基材６０と
の間をわずかに離間させた状態で導電性ペースト７０を転写させること、を実現すること
ができる。
【００５３】
　なお、平板凸部６２ａを生成する材料としては、銀ペーストや半田ペーストだけでなく
、熱硬化樹脂やＵＶ硬化樹脂なども用いることができ、上述した（スクリーン版２７とス
キージ２２を用いた）スクリーン印刷法だけでなく、光造型法なども用いることができる
。また、平板凸部６２ａを金属から生成する場合には、エッチング処理や電鋳法などを用
いることもできる。
【００５４】
　ところで、基板凸部６１ａの大きさは、導電性バンプの径（貫通穴２７ａの径）と同程
度もしくはそれ以下が望ましい。また、平板凸部６２ａの形状としては、円錐、円錐台、
円柱からなっているものが考えられるが、基板シート６１を突き破りにくい形状（例えば
、円錐台、円柱）からなることが好ましい。なお、基板凸部６１ａは、スクリーン版２７
に加わるスキージ２２からの圧力（０．２５ＭＰａ程度）でも、破れない程度の硬度を有
する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態による基板凸部生成装置の構成を示す概略側方図。
【図２】本発明の実施の形態による印刷装置を側方から見た概略側方図。
【図３】本発明の実施の形態によるスキージ機構における第一位置づけ工程と基材転写工
程を示した拡大側方図。
【図４】本発明の実施の形態による基材硬化工程と、載置工程と、押圧工程と、回路形成
工程を示した概略側方図。
【図５】参考例によるスキージ機構における第一位置づけ工程と基材転写工程を示した拡
大側方図。
【図６】参考例による基材硬化工程と、載置工程と、押圧工程と、回路形成工程を示した
概略側方図。
【図７】本発明の実施の形態による印刷装置の一駆動状態を示した概略側方図。
【図８】図７に示した状態から進んだ状態にある印刷装置を示した概略側方図。
【図９】図８に示した状態から進んだ状態にある印刷装置を示した概略側方図。
【図１０】本発明の実施の形態による印刷装置を用いて平板凸部を形成する際の印刷装置
の一駆動状態を示した概略側方図。
【図１１】図１０に示した状態から進んだ状態にある印刷装置を示した概略側方図。
【符号の説明】
【００５６】
１　　　　保持部
１０　　　加圧ローラ（加圧部）
１１　　　ＣＣＤカメラ（画像取得装置）
１２　　　画像表示装置
２２　　　スキージ
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２７　　　スクリーン版
２７ａ　　貫通穴
３０　　　印刷定盤
３５　　　位置調整装置
６０　　　基材
６１　　　下方基板シート
６１ａ　　基板凸部
６１’　　上方基板シート
６２　　　平板状部材
６２ａ　　平板凸部
６２ｂ　　平板状部材準備体
６５　　　絶縁シート
７０　　　導電性ペースト
７１　　　導電性バンプ

【図１】 【図２】
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